
 

 

 
 

「社会を明るくする運動」強調月間に合わせて 
市役所本庁舎のイエローライトアップを行います 

 
法務省が主唱する「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行

をした人の更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を
築くことを目的としています。 

「更生保護の日」である７月１日からの１か月間を強調月間として、各地で毎年様々な啓発活動
が行われています。 

川崎市でも「社会を明るくする運動」のシンボルマークである「幸福（しあわせ）の黄色い羽根」にち
なみ川崎市役所本庁舎をイエローにライトアップし、市民に犯罪や非行の防止と、立ち直り支援への理
解を呼びかけます。  
 
 
〇点灯実施日程 

令和７年７月１日（火） 
〜 ７月７日（月） 

日没（初日は１９︓００頃）〜２２︓００ 
 

 
 

〇点灯場所 
  川崎市役所本庁舎 

【昨年の様子】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「幸福（しあわせ）の黄色い羽根」にちなみ 
市役所本庁舎をイエローにライトアップ 

令 和 ７年 ６月 ２ ６日 
報 道 発 表 資 料 
川崎市（健康福祉局）  

問合せ先 
 川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室 清水  
（川崎市「社会を明るくする運動」推進委員会） 
電話 ０４４－２００－２６２５ （更生ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん︓法務省） 

「社会を明るくする運動」について詳しくは、川崎市ホームページを御覧ください。 

 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000167451.html 
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